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事業者向け消費者教育の取組例（東京都）

● 東京都消費生活総合センターの取組

「消費者教育推進法」（平成24年12月施行）では、事業者がその従業員に対し消費者教育（消費生活
に関する研修等）を行うことを努力義務として掲げており、東京都では、同法に基づく「東京都消費者
教育推進計画」を策定（平成30年3月改定）し、企業等の従業員に対する消費者教育を促進している。

＜事業者向け消費者教育支援メニュー＞

○消費生活講座や悪質商法の手口や対処方法などが学べる落語などの実施

出前講座：東京都消費者啓発員（コンシューマー・エイド）を派遣し、従業員を対象とした講座を実施
出前寄席：落語・漫才・コントで悪質商法の手口や対処方法などを分かりやすく伝える寄席

○消費者被害防止のためのリーフレット等を無料で提供

○従業員が個人的に消費者教育を受けたり、消費者相談ができる機会を提供
業務時間内に従業員が消費者教育を受ける機会を準備できなくても、必要に応じて、従業員に
学べる機会を提供。 （消費生活総合センターで開催している消費者講座への参加等）
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